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第１回 芸備線再構築協議会 出席者名簿 

（敬称略・順不同） 

所 属 役 職 氏 名 備 考 

国土交通省中国運輸局 局長 益田 浩 議 長 

岡山県 副知事 上坊 勝則  

広島県 副知事 玉井 優子  

新見市 副市長 野間 哲人  

庄原市 副市長 大原 直樹  

西日本旅客鉄道株式会社 
中国統括本部 

岡山支社長 藤原 乗将  

広島支社長 広岡 研二  

公益社団法人広島県バス協会 専務理事 赤木 康秀  

公益社団法人岡山県バス協会 専務理事 岡田 和史  

岡山県 土木部長 長尾 俊彦 （代理出席）土木部都市局長 
西澤 洋行 

広島県 土木建築局長 上田 隆博  

新見市 建設部長 石倉 洋祐  

庄原市 環境建設部長 石原 博行  

岡山県警察本部 交通部長 寳満 智彦 （代理出席）交通規制課長 
森本 隆弘 

広島県警察本部 交通部長 大木 晋 （代理出席）交通規制課長 
菅野 貴之 

独立行政法人国立高等専門学校機構 
呉工業高等専門学校 教授 神田 佑亮  

国土交通省中国地方整備局 局長 中﨑 剛  

広島市 副市長 荒神原 政司 （代理出席）道路交通局 参与 
山田 晃彬 

三次市 副市長 細美 健  

国土交通省鉄道局 鉄道事業課長 山﨑 雅生  

 



資料１ 

芸備線再構築協議会規約（案） 

 

 （目的） 

第１条 芸備線再構築協議会（以下「協議会」という。）は、次条に規定する

特定区間に係る再構築方針（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平

成１９年法律第５９号。以下「地域交通法」という。）第２９条の３第１項

に規定する再構築方針をいう。以下同じ。）の作成に関する協議を行うこと

を目的として設置する。 

 

 （対象区間） 

第２条 協議会は、西日本旅客鉄道芸備線備中神代駅から備後庄原駅までの区

間を特定区間（地域交通法第２９条の３第３項に規定する特定区間をいう。

以下同じ。）とし、特定区間に備後庄原駅から広島駅までを加えた区間を対

象として議論する。 

 

 （事務所） 

第３条 協議会は、事務所を広島県広島市中区上八丁堀６番３０号広島合同庁

舎４号館中国運輸局内に置く。 

 

 （協議事項） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事項の協議を行

う。 

 一 特定区間に係る再構築方針の作成に関すること。 

 二 交通手段再構築実証事業計画（地域交通法第２９条の４第１項に規定す

る交通手段再構築実証事業計画をいう。以下同じ。）の作成及び実施に関

すること。 

 三 その他目的の達成のため必要と認められる事項 

 

 （組織） 

第５条 協議会は、別表に掲げる構成員をもって組織する。 

２ 協議会は、地域交通法第２９条の３第５項各号に掲げる者として構成員と

することが妥当である者がある場合その他構成員について変更する必要があ

る場合は、協議の上、別表を変更するものとする。 

 

 （議長） 

第６条 協議会に議長を置く。 

２ 議長は、中国運輸局長をもって充てる。 

３ 議長は、議事運営その他の会務を総括する。 



４ 議長に事故があるときは、中国運輸局次長がその職務を代理する。 

 

 （協議会） 

第７条 協議会は、議長が招集する。 

２ 協議会は、構成員（次項の規定により代理の者が出席する場合は、当該代

理の者。同項を除き、以下同じ。）の過半数が出席しなければ開くことがで

きない。 

３ 構成員は、代理の者を協議会に出席させることができる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して、協議会へ

の出席、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 

５ 協議会の公開又は非公開は、構成員と協議の上、議長が決定する。 

 

 （協議結果の尊重） 

第８条 構成員は、協議会によって協議が調った事項について、協議の結果を

尊重しなければならない。 

 

 （幹事会） 

第９条 協議会の円滑な運営を図り、及び第４条各号に掲げる協議事項に関し

て機動的な検討を行うため、幹事会を設置し、議長の命を受けた事項につい

て協議する。 

２ 幹事会の組織その他必要な事項は、協議会で協議の上、別に定める。 

 

 （部会） 

第１０条 協議会は、協議会に提案する第４条各号に掲げる協議事項に関して

地域の実情に応じた機動的な検討を行うため、対象となる区間を定めた部会

を設置し、議長の命を受けた事項について協議させることができる。 

２ 前項の区間は、特定区間の全部又は一部を含むものでなければならない。 

３ 部会に係る会計は、協議会及び幹事会の会計と区分して経理しなければな

らない。 

４ 部会の組織その他必要な事項は、協議会又は幹事会で協議の上、別に定め

る。 

 

 （議事及び協議資料） 

第１１条 協議会の議事については、速やかに議事の概要を作成し、中国運輸

局ホームページで公開するものとする。 

２ 協議資料は、原則として公開する。ただし、非公開とすることが適当であ

ると認める場合は、その一部又は全部を非公開とすることができる。 

３ 協議資料は、中国運輸局ホームページで公開するものとする。 



 

 （事務局） 

第１２条 協議会の業務を処理するため、中国運輸局鉄道部内に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、議長が定めた者をもって充てる。 

 

 （会計及び会計年度） 

第１３条 調査委託費、会場費等及び協議会に必要な経費は、国の事務経費等

により負担するほか、協議により関係者において応分の負担を決めるものと

する。 

２ 協議会の会計はこの規約の施行日に始まり、当該日から起算して、次の３

月３１日に終わり、以降、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、議

長が別に定める。 

 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打

ち切り、議長であった者がこれを決算する。 

 

 （委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、

議長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和 年  月  日から施行する。  



別表（第５条関係） 

 

芸備線再構築協議会構成員名簿 
 

 

所属 役職 氏名 備考 

国土交通省中国運輸局 局長 益田 浩 国 

岡山県 副知事 上坊 勝則 

特定区間を 
区域に含む 

地方公共団体 

広島県 副知事 玉井 優子 

新見市 副市長 野間 哲人 

庄原市 副市長 大原 直樹 

西日本旅客鉄道株式会社 
岡山支社長 藤原 乗将 

鉄道事業者 
広島支社長 広岡 研二 

公益社団法人広島県バス協会 専務理事 赤木 康秀 関係する 
公共交通事業者等 公益社団法人岡山県バス協会 専務理事 岡田 和史 

岡山県 土木部長 長尾 俊彦 

関係する 
道路管理者 

広島県 土木建築局長 上田 隆博 

新見市 建設部長 石倉 洋祐 

庄原市 環境建設部長 石原 博行 

岡山県警察本部 交通部長 寳満 智彦 関係する 
公安委員会 広島県警察本部 交通部長 大木 晋 

独立行政法人国立高等専門学校機構 
呉工業高等専門学校 

教授 神田 佑亮 

中国運輸局長が 
必要と認める者 

国土交通省中国地方整備局 局長 中﨑 剛 

広島市 副市長 荒神原 政司 

三次市 副市長 細美 健 



資料２ 

芸備線再構築協議会幹事会規約（案） 

 

 （目的） 

第１条 この規約は、芸備線再構築協議会規約（以下「協議会規約」という。）

第９条第２項の規定に基づき、芸備線再構築協議会幹事会（以下「幹事会」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （事務所） 

第２条 幹事会は、事務所を広島県広島市中区上八丁堀６番３０号広島合同庁

舎４号館中国運輸局内に置く。 

 

 （協議事項） 

第３条 幹事会は、協議会規約第９条第１項により議長の命を受けた事項を協

議する。 

２ 前項の協議は、必要な調査事業及び実証事業（交通手段再構築実証事業計

画に係るものを除く。）の実施内容及び費用負担に関して決定することを含

むものとする。 

 

 （組織） 

第４条 幹事会は別表に掲げる幹事をもって組織する。 

２ 幹事会は、協議会の構成員が変更された場合、地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第２９条の３第５項各号に掲

げる者に準ずる者として幹事とすることが妥当である者がある場合その他幹

事について変更する必要がある場合は、協議の上、別表を変更するものとす

る。 

 

 （幹事長） 

第５条 幹事会に幹事長を置く。 

２ 幹事長は、中国運輸局交通政策部長及び鉄道部長をもって充てる。 

３ 幹事長は、幹事会における議事運営その他の会務を総括する。 

４ 幹事長に事故があるときは、議長が幹事長の職務を代理する者を中国運輸

局の職員から指名する。 

 

 （幹事会） 

第６条 幹事会は、幹事長が招集する。 

２ 幹事会は、幹事（次項の規定により代理の者が出席する場合は、当該代理

の者。同項を除き、以下同じ。）の過半数が出席しなければ開くことができ

ない。 



３ 幹事は、代理の者を協議会に出席させることができる。 

４ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に対して、幹事会へ

の出席、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 

５ 幹事会の公開又は非公開は、幹事と協議の上、幹事長が決定する。 

 

 （議事及び協議資料） 

第７条 幹事会の議事については、速やかに議事の概要を作成し、中国運輸局

ホームページで公開するものとする。 

２ 協議資料は原則として公開する。ただし、非公開とすることが適当である

と認める場合は、その一部又は全部を非公開とすることができる。 

 

 （事務局） 

第８条 幹事会の業務を処理するため、中国運輸局鉄道部内に事務局を置く。 

 

 （会計及び会計年度並びに財務に関する事項） 

第９条 幹事会の会計及び会計年度並びに財務に関する事項については、協議

会規約に準ずる。 

 

 （委任） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、幹事会の事務の運営上必要な細則は、

幹事長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和６年 月  日から施行する。 

  



別表（第４条関係） 

 

芸備線再構築協議会幹事会幹事名簿 
 

 

所属 役職 氏名 備考 

国土交通省中国運輸局 
交通政策部長 阪場 進一 幹事長 

鉄道部長 秋山 敬介 幹事長 

岡山県 
県民生活部長 浮田 信太郎  

土木部技術総括監 有路 稔  

広島県 
地域政策局長 杉山 亮一  

土木整備担当部長 長田 和久  

新見市 
福祉部長 古家 孝之  

建設部次長 
（兼建設課長） 

田邉 庄吾  

庄原市 
生活福祉部長 岡本 貢  

環境建設部建設課長 杉谷 美和紀  

西日本旅客鉄道株式会社 
岡山支社副支社長 淺井 昌容  

広島支社副支社長 奥井 明彦  

公益社団法人広島県バス協会 専務理事 赤木 康秀  

公益社団法人岡山県バス協会 専務理事 岡田 和史  

岡山県警察本部 交通規制課長 杉田 明生  

広島県警察本部 交通規制課長 菅野 貴之  

独立行政法人国立高等専門学校機構 
呉工業高等専門学校 

教授 神田 佑亮  

国土交通省中国地方整備局 建政部長 田宮 庸裕  

広島市 道路交通局長 戸田 祐二  

三次市 地域振興部長 矢野 美由紀  



資料３ 

芸備線再構築協議会財務規程（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、芸備線再構築協議会規約第１４条及び芸備線再構築協議

会幹事会規約第９条の規定に基づき、協議会の財務に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

 （予算） 

第２条 協議会の予算は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金のうち地域

公共交通再構築調査事業補助金（以下「国庫補助金」という。）、西日本旅

客鉄道株式会社の負担金、地方公共団体の負担金、その他必要に応じた構成

員の負担金、繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の運営並びに調

査事業及び実証事業に係る経費をもって歳出とする。 

２ 議長は、毎会計年度予算を作成し、協議会に諮るものとする。 

３ 国庫補助金以外の各負担金の額については、運営費及び実施する事業ごと

に協議会又は幹事会（以下「協議会等」という）で協議の上、合意を得て決

定する。 

４ 地域公共交通活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第

２９条の３第５項第４号から第６号までに掲げる構成員（同項第２号に掲げ

る構成員であるものを除く。）には、原則として負担金を求めないこととす

る。ただし、当該構成員が地方公共団体であり、調査事業又は実証事業に関

連することが見込まれる場合であって、前項の規定により合意を得たときは

この限りではない。 

 

 （予算の補正） 

第３条 議長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたと

きは、これを作成し、速やかに協議会に諮るものとする。 

 

 （予算区分） 

第４条 歳入予算の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第

２を変更することができる。 

 

 （予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、議長の決定によるものとする。 

２ 議長は、前項の規定により歳出予算の流用及び予備費の充用をしたときは、



次の協議会において報告しなければならない。 

 （出納及び現金等の保管） 

第６条 協議会の出納は、議長が行う。 

２ 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預けなければならない。 

 

 （協議会出納員） 

第７条 議長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることが

できる。 

２ 協議会出納員は、議長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を処

理する。 

 

 （収入及び支出の手続） 

第８条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、中国運輸局の例に準じて

行うものとする。 

２ 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものと

する。 

 一 予算整理簿 

 二 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

 

 （監査） 

第９条 協議会に監査委員を１名置く。 

２ 監査委員は、議長が指名する。 

３ 監査委員は、協議会の出納を監査し、その結果を議長に報告しなければな

らない。 

 

 （決算等） 

第１０条 議長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を作成し、協

議会の承認を得るものとする。 

２ 議長は、前項の承認を得るにあたっては、前条第３項に規定する監査委員

による監査の結果を添えなければならない。 

 

 （委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、

議長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和○年○月○○日から施行する。 

  



別表第１（第４条第１項関係） 

 

款 項 目 

１ 国庫支出金 １ 国庫補助金 １ 国庫補助金 

２ 負担金 １ 各構成員負担金 

１ 西日本旅客鉄道負担金 

２ 岡山県負担金 

３ 広島県負担金 

４ 新見市負担金 

５ 庄原市負担金 

６ その他構成員負担金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 雑収入 １ 雑入 １ 雑入 

 

 

別表第２（第４条第２項関係） 

 

款 項 目 

１ 運営費 
１ 会議費 １ 会議費 

２ 事務費 ２ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 

 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

芸備線再構築協議会の協議体制について

令和６年３月２６日

国土交通省 中国運輸局

資料４



芸備線再構築協議会における幹事会・部会の設置

○芸備線再構築協議会の円滑な運営を図るため、実務的・機動的な下部組織の設置が必要

○加えて、協議体制について、沿線自治体から、広域的な見地から要請区間に資する幅広い取
組を検討したいとの意見や、自治体の意見が十分に反映される協議体制を求める意見

○このため、協議が効率的かつ円滑に進むよう、芸備線再構築協議会に幹事会・部会を設置

芸備線再構築協議会の協議体制

○再構築協議会
・最終意思決定機関として、幹事会でとりまとめた再構築方針を決定 等

○再構築協議会幹事会
・再構築方針案の作成
・調査・実証事業の実施
・各部会間の連絡・調整（各部会で再構築方針案を作成した場合は、広域的な観点からのとりまとめ）

○部会（今後必要に応じて特定区間を含む区間ごとに設置）
・再構築方針案の作成（部会の対象区間）
・調査・実証事業の実施

※実施する調査・実証事業は、特定区間を含むものや、特定区間と明確に関連するものである必要

1



芸備線再構築協議会の協議体制

部会
区間：○○○ ～ ○○○

部会
区間：○○○ ～ ○○○

芸備線再構築協議会
特定区間：備中神代駅～備後庄原駅 対象区間：備中神代駅～広島駅
自治体構成員：岡山県、新見市、広島県、庄原市、三次市、広島市

芸備線再構築協議会幹事会
再構築方針案の作成
調査・実証事業の実施
各部会間の連絡・調整

芸備線再構築協議会の下に幹事会を設置。今後必要に応じて部会を設置。
2



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

芸備線再構築協議会の設置について

令和６年３月２６日

国土交通省 中国運輸局

資料５



芸備線再構築協議会の設置に係る経緯

1

令和５年

10月03日 JR西日本が、地域交通法に基づき、備中神代駅～備後庄原駅間における再構築
協議会の設置を要請

10月13日 要請区間をその区域に含む自治体である岡山県・広島県・新見市・庄原市に対
し、再構築協議会の設置に関する意見聴取を実施

11月27日 一度の期限延長を経て、意見聴取を実施した２県２市が、それぞれ意見を提出
（国が再構築協議会を設置する場合には参加するとの２県２市の意見）

11月30日 広島県からの「庄原市以外の全沿線市とも芸備線の広域的な取組について議論
したい」との意見を受け、三次市・安芸高田市・広島市に対し、再構築協議会
への参加意向に関する意見聴取を実施

12月11日 安芸高田市が意見を提出
12月15日 三次市・広島市が意見を提出

令和６年

01月12日 中国運輸局は、要請区間を特定区間とする芸備線再構築協議会の設置を決定

02月02日 第１回芸備線再構築協議会を3月26日に開催することを発表

03月26日 第１回芸備線再構築協議会開催



意見聴取手続における沿線自治体からの意見

岡山県・新見市
・岡山県域については、新見市地域公共交通会議において協議を行うことを希望する。ただし、再構築協議会が設置された場合は、再構築協議会での
協議に参加する。

・新見市全体への影響も考慮する必要があり、公共交通全体の維持・活性化について幅広く議論する場である新見市公共交通会議において、国の関与を
受けながら協議を行うことが望ましい。

・再構築協議会が設置された場合は、岡山県及び新見市の意見が十分に反映される協議体制とするとともに、運営にあたっても、協議内容が市全体へ与える
影響について配慮するようお願いしたい。

広島県
・再構築協議会での協議に参加する。
・広域的な観点から、芸備線と沿線地域の活性化を含めた幅広い議論がされるべきであり、庄原市以外の全沿線市とも芸備線の広域的な取組について
議論したい。

・JR各社の基幹的線区以外の線区を含めた、全国ネットワークのあり方について議論し、方向性を示していただきたい。

庄原市
・要請があれば、再構築協議会での協議に参加する。
・ローカル鉄道に関する議論は、一部区間でなく、広域移動のほか、沿線地域のまちづくりや観光を含めた地域活性化など、様々な観点からネットワーク
全体で議論が行われる枠組みが望ましい。

・内部補助により採算が確保できるよう制度設計された国鉄改革の経緯や、路線の適切な維持を求めた大臣指針を踏まえ、まずは、国において、鉄道
の広域ネットワークの方向性をはじめ、内部補助や鉄道の特性の考え方を示していただきたい。

三次市
・再構築協議会の構成員として参加する。
・再構築協議会において実施が見込まれる芸備線全線の調査・実証事業については、この取組が芸備線の利用促進につながると判断し、構成員として
協議に加わることが有益であると判断した。また、要請区間である備後庄原駅から備中神代駅間の持続可能な交通体系の議論を進めるにあたり、広
島県が提唱する芸備線全線を対象とした広域的な観点からの幅広い議論の必要性に賛同し、参加を決定した。公共交通を今後も維持していくために
は、公共交通のあり方について、交通事業者、関係自治体などの関係者が、地域が抱えている課題を解決していくための取組として、議論していく
ことが重要であると考えているため。

安芸高田市
・本市がJRから要請のあった区間に該当しないため、再構築協議会の組織には参加しない。

広島市
・再構築協議会に参加する。
・公共交通を今後も維持していくためには、公共交通のあり方について、交通事業者、関係自治体などの関係者が、地域が抱えている課題を解決して
いくための取組として、議論していくことが重要であると考えているため。

2



再構築協議会の設置に係る要請区間の要件該当性判断

◯地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）抄
第二十九条の三 略
２ 略
３ 第一項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る区間が、次の各号のいずれにも該当するもの（以下「特定区間」という。）で
あると認めるときは、再構築協議会を組織するものとする。
一 大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にあること。
二 当該区間に係る交通手段再構築（前項に規定する交通手段再構築をいう。以下同じ。）を実施するためには関係者相互間の連携と協働の促進が
特に必要であること。

４～11 略

＜要請区間（備中神代駅～備後庄原駅）の要件該当性判断＞

再構築協議会設置の要請があった場合、地域交通法に基づく要件に該当すると認めるとき
は、国は、要請区間を特定区間とする再構築協議会を設置

①大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの提供が困難な状況
・基本方針は「旅客輸送密度4,000人未満の区間であるか否かが目安」とされており、当
該要請区間の旅客輸送密度は48人

②交通手段再構築を実施するために関係者相互間の連携と協働の促進が特に必要
・基本方針において「旅客輸送密度1,000人未満の区間を中心に、早急な改善が求められ
る」とされており、当該区間の旅客輸送密度は48人

・要請区間で交通手段再構築が協議されたことはなく、また、県域を超える広域的な視点
から議論を求める意見や国が再構築協議会を設置する場合は参加するとの意見があり、
国が広域的な見地から地域の関係者の連携と協働を促進する必要

いずれの要件にも該当することから、当該区間を特定区間とする再構築協議会を設置

3



芸備線再構築協議会の対象区間

○再構築協議会は、特定区間の交通手段再構築（鉄道再構築・バス等転換）を協議する場であ
り、交通手段再構築は、特定区間においてのみ適用

○一方で、意見聴取手続を経て、特定区間に特定区間以外の区間を加えて議論することがより望
ましい場合には、これらの区間を対象とした議論を再構築協議会で実施することが可能

※意見聴取手続において、広島県・庄原市から、芸備線全線での議論を行うことにより、広域
的な見地から要請区間に資する幅広い取組を検討したいとの意見

○このため、芸備線再構築協議会においては、特定区間にとどまらず、広域的な見地から、特
定区間に備後庄原駅から広島駅までの区間を加えた全線を対象とした議論を実施

※ただし、特定区間以外の区間を含む広域的な議論を行う場合においても、特定区間を中心
とした議論を行うよう留意する必要

◯地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）抄

第二十九条の三 略

２ 前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等
が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置（これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客
運送による運送を実施する場合にあっては、当該運送の実施を含む。）及び地方公共団体その他の者が当該措置に対して行う支援をいう。
一 旅客鉄道事業による輸送を維持するとともに、停車場の改良、運行計画の変更その他の措置により利用者の利便を確保すること（次号に該当す
るものを除く。）。
二 旅客鉄道事業の全部又は一部を一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送に転換し、停留所
の新設、運行回数の増加その他の措置により利用者の利便を確保すること。

３～11 略 4
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○駅別乗車人員（2019年度、人/日）

○平均通過人員（人/日）と沿線人口推移 ○区間別平均通過人員（2019年度、人/日）
人
口
（
千
人
）

備中神代 7人/日
坂根 2人/日

市岡 8人/日

矢神 13人/日

野馳 26人/日

東城 11人/日

庄原市
人口3.3万人

新見市
人口2.8万人

備後八幡 0人/日

内名 3人/日

小奴可 1人/日

道後山 0人/日

備後落合 14人/日

比婆山 2人/日

備後西城 36人/日

平子 4人/日

高 1人/日

備後庄原 127人/日

出典：国土地理院地図

１.芸備線（備中神代～備後庄原）の概況

ご利用は人口の減少率（▲33％）を上回るペースで、大きく減少（▲88％）。
特定区間の平均通過人員は48人/日であり、大量輸送という観点で鉄道の特性を発揮できていない。
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※列車キロは各年のダイヤ改正時点の平日ダイヤ基準で算出。急行列車含む。臨時列車は除く。

（人/日） （キロ）

（100%)

○平均通過人員（備中神代～備後庄原）と輸送力の推移

１.芸備線（備中神代～備後庄原）の概況

約35年の間に輸送需要の動向は大きく変化しており、ご利用の減少に応じて列車設定の見直しを行ってきた。

【関連資料２】
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（休日）

上下各７本

上下各５本

上下各３本

上下各３本

上下各６本

上下各５本

上り４本・下り５本

（人/日）

※区間別平均通過人員（輸送密度）はその区間をご利用されるお客様の
１日１キロあたりの人数を表し、以下の計算式により算出しています。

【平均通過人員】＝【旅客輸送人キロ】÷【営業キロ】÷【営業日数】

81人/日11人/日62人/日

48人/日

（平日）

○列車本数（2023年10月）

381人/日

備
後
庄
原
駅

56人/日

218 41

約13%約70%

約17%

上り４本・下り５本

○駅間輸送人員と区間別平均通過人員（2019年度）

１.芸備線（備中神代～備後庄原）の概況

キハ120系 1両編成（定員105名）
○運行車両

備後庄原駅を境にご利用に大きな段差がある。備後庄原駅を跨る移動は56人/日と少ない。
特定区間利用者の約７０％を通学定期利用者が占める。
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５ ６ ７ ８ ９ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

新見

備後
落合

備後
庄原

東城

※ 土曜・休日運休

0(2)

3(1)

１.芸備線（備中神代～備後庄原）の概況

１０

列車ごとの利用者数は、乗り込み調査によると0～45人であった。

○列車ダイヤ（2023.3改正）と列車別利用者数

6

45(17) 5

9(16)

7(13)

22(13) 28(3) 2(9)

2(5) 1(0)

1(2) 3(8) 4(0)

3(3) 4(10) 0(0)

20(7) 2(8) 6(12) 24(4) 9(0)

31(1) 5(11) 2(2) 10(5)

・調 査 日：2018年4月14日(土)、16日(月)、18日(水)、20日(金)、22日(日)
・調 査 方 法：当社による乗り込み調査 ・列車別利用者数：平日平均（休日平均）



6１.芸備線（備中神代～備後庄原）の概況

線路・電路等の維持修繕に係る固定的な経費が必要なため、収入の少ない特定区間の収支率は１.７％と低水準

※区間別及び項目別の数値については、一定の前提を置いて按分し算出しています。
※間接経費（保守管理費・輸送管理費）には、本社に関する費用は含んでいません。
※四捨五入の関係で、表上の個別の数値の計算結果と一致しない場合があります。

（単位：億円）

備後庄原～備中神代 備後庄原～備後落合 備後落合～東城 東城～備中神代

68.5 23.9 25.8 18.8

48 62 11 81

1.7% 2.4% 0.4% 2.4%

営業収益（運輸収入） 0.1 0.1 0.01 0.1

営業費用 7.3 2.7 2.6 2.1

線路保存費 3.5 1.0 1.5 1.1

電路保存費 1.2 0.5 0.4 0.3

車両保存費 0.4 0.1 0.1 0.1

運転費 0.9 0.4 0.2 0.3

運輸費 0.2 0.2 0.01 0.01

固定資産税 0.2 0.1 0.1 0.1

減価償却費 1.0 0.4 0.3 0.3

営業損益（管理費除く） ▲ 7.2 ▲ 2.6 ▲ 2.6 ▲ 2.0

間接経費 0.9 0.5 0.2 0.2

保守管理費 0.3 0.1 0.1 0.1

輸送管理費 0.5 0.4 0.05 0.1

営業費用（管理費含む） 8.2 3.2 2.8 2.3

営業損益（管理費含む） ▲ 8.1 ▲ 3.1 ▲ 2.8 ▲ 2.2

1.6 1.0 0.3 0.4

6.6 2.2 2.5 1.9

区間

営業キロ

輸送密度（2019年度）

収支率

列車運行経費

鉄道施設経費（施設・電気・車両）

○区間別の費用構造（2017～2019平均） 【関連資料３】
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54%

44%

36%

1990比
66%

54%

44%

35%

1990比
66%

○人口分布

２.沿線地域の状況

出典①：国勢調査・地理院地図
出典②：国立社会保障・人口問題研究所
「地域別将来推計人口（2023年推計）」

１kmメッシュ人口

新見市・庄原市の人口は1990年→2020年の30年間で33％減少。
全国や岡山県・広島県と比較して減少ペースが早く、1990年→2040年では50％以上減少と推計されている。

○人口推移と将来推計

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

新見市 庄原市

岡山県 広島県

全国

（人） （人）

【関連資料４】



新見駅
東城駅

備後西城駅

三次駅
中国自動車道
１９８３年全通

松江自動車道
2013年全通

尾道自動車道
2015年全通 182

314

183

東城IC

新見IC

庄原IC

三次東IC

備中神代駅

国道

高規格道路

鉄道

314

備後庄原駅

1987 年以降
開通区間

8

現在

183
地域高規格道路
鍵掛峠道路（整備中）

1987年

高規格道路

２.沿線地域の状況

○周辺道路状況

中国地方の高規格道路の延長は約３倍にまで整備が進んでおり、取り巻く環境は大きく変化している。
備中神代～備後庄原の間は、全区間通して鉄道沿線に国道が並行している。

備後落合駅

・中国地方の高規格幹線道路延長 1987年：約500ｋｍ⇒2023年：約1,600ｋｍ （出典：中国地方整備局ＨＰ、他）



有効回答 n＝2,326

地域内の移動が
約7割

広域移動は約3割

70%

21% 7%

■移動特性

広島・三次方面 福山方面

0%

新見市・庄原市にご協力いただき、沿線にお住いの方々にアンケート調査を実施
※両市における鉄道に接続するバス路線を含むエリア2,891世帯に調査票を配布（1世帯あたり2部配布）

・沿線にお住まいの方の移動は、地域内移動が70%で、その移動は概ね30分以内のコンパクトな移動
・駅2㎞圏を中心とした住民の79%が自家用車を利用

■交通分担率 有効回答 n＝2,748

岡山・倉敷方面

島根方面

2%

※外出頻度が月1回以上の回答を対象※外出頻度が月1回以上の回答を対象

自家用車

鉄道

路線バス

高速バス

タクシー

バイク

徒歩・自転車

その他

自家用車
７９%

鉄道
６%

9

○芸備線沿線居住者の移動特性

２.沿線地域の状況

【関連資料５】

「普段の外出と公共交通に関するアンケート調査」（2020年度）



91%

7%

2%

自家用車 バス 鉄道 その他

出典：平成31（令和元・2019）年 広島県観光客数の動向

主な観光地（ ）
最寄駅

（ ）駅からの距離
観光客数
（千人/年）

交通機関別（千人/年）

鉄道 バス 自家用車 その他

庄原市全体 2,561 8 163 2,335 55

国営備北丘陵公園 七塚駅（約2km） 524 1 10 512 1

道後山 道後山駅 35 0 3 32 0

比婆山 比婆山駅 34 1 2 31 0

遊・YOU・さろん 東城駅（約1.5km） 83 0 2 78 2

国営備北丘陵公園

比婆山
道後山

道の駅
遊・YOU・さろん

鉄道 0.3％
n=2,561千人

10

○芸備線沿線の主な観光地

○庄原市の主な観光地の年間ご利用者数

○庄原市の主な観光地への交通分担率

２.沿線地域の状況

道の駅鯉が窪

鯉が窪湿原

親子孫水車

帝釈峡

庄原市の主な観光地の来訪者は91％が車利用。鉄道利用は１％未満。
特定区間沿線にいくつかある観光施設は駅から離れたところにある。



庄原市

路線バス

路線バス
1日２往復

路線バス
1日8往復

路線バス
1日25往復

路線バス

1日9往復

182

314

183

11

○沿線の交通

２.沿線地域の状況

出典：備北交通HP、西城交通HP、備北バスHP

平日の運行本数

新見市

県境の野馳～東城駅間以外の区間は、芸備線と並行するバス路線などの公共交通機関がある。
新見市では2021年からエリア別の予約型乗合タクシーの運行を開始。

【関連資料８】 高速バス １日5往復

備中
神代

野馳

予約型
乗合タクシー
（哲西・神郷）

路線バス

1日12往復

1日３往復
（西城～油木）

1日４往復
（西城～小奴可・道後山）

東城

小奴可

備後
落合

備後
西城

備後
庄原

ﾊﾞｽ JR ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ JR ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ JR …

庄原 7:27 7:30 8:37 11:32 13:38 13:52 15:02 15:31…

西城 7:55 7:56 9:05 12:00 14:02 14:20 15:30 15:56…

市岡

1日6往復



12３．これまでの利用促進と実績

○これまでの取り組み（2019年～2021年春）

・ＪＲ西日本発足、国鉄から路線継承
・備中鉄道部、三次鉄道部発足
⇒地域単位で効率的・機動的な運営体制を構築

・平成30年7月豪雨により芸備線全線に亘り被災
・芸備線全線運転再開
・快速「庄原ライナー」運行、観光列車「〇〇のはなし」運行
庄原DMOと連携した旅行商品造成、庄原MaaSサービス開始

・列車増便（新見～備後落合）〔4～7月〕
・路線バス増便（新見市）
⇒通院や買い物ニーズを捉えた利用促進

・備北交通「ちょこっとパス＋」
・沿線にお住いの方に移動実態や利用ニーズを伺う、
「普段の外出と公共交通に関するアンケート調査」実施

・備後庄原駅改装
・列車増便（新見～備後落合）〔11月〕
⇒通院や買い物ニーズを捉えた利用促進

・快速「庄原ライナー」運行

・備北交通「ちょこっとパス」
・ＪＲ「ひろしま１デイきっぷ」
・ＪＲ「setowa広島ワイドパス」「setowa岡山ワイドパス」

・芸備線沿線の地域公共交通計画に関する申入れ

・「芸備線庄原市・新見市エリアの
利用促進等に関する検討会議」開始（計６回）

1987年 4月
1991年 4月

2018年 7月
2019年10月

2020年 4月

7月

10月
11月

2021年 4月

6月

8月

【関連資料６～10】

■「ちょこっとパス＋」「ちょこっとパス」

■列車増便実験

■「庄原ライナー」「庄原DMO旅行商品」



13
○これまでの取り組み（2021年秋～現在）

・列車増便（新見～三次）〔10～12月土休日〕
・路線バス増便・時刻変更（新見市・庄原市）
⇒地域外からの新たな誘客を捉えた利用促進

・快速「庄原ライナー」運行
・予約型乗合タクシー運行（新見市哲西地域）
・「setowa広島備北パス」

・高校生通学モニター（庄原市）
・当社から「交通体系の議論」を要請
・「バス&レールどっちも乗り放題パス」（庄原～東城）
・予約型乗合タクシー運行（新見市神郷地域）
・庄原市街循環バスダイヤ変更
・快速「庄原ライナー」運行、
・帝釈峡シャトルバス運行・高速バス「帝釈ライナー」運行
・イベント開催に合わせた臨時列車設定（新見～備後落合）

・ＪＲ芸備線の状況等に関するヒアリング（全３回）
・「バス&レールどっちも乗り放題パス」（三次～東城）
・快速「庄原ライナー」運行
・改正地域交通法施行、芸備線再構築協議会の組織を要請
・「バス＆レールコンビパス」（庄原～広島）

2021年10月

11月

2022年 1月
5月
7月

10月

11月

2023年 2月
7月

10月

※その他、各種イベントやご利用啓発活動を多数展開

これまで地域の皆様と共に様々な利用促進の取り組みを進めてきた。
芸備線の利用促進等検討会議を開始して以降も取り組みを加速し、
あらゆる取り組みを重ねて頂いているところだが、鉄道利用という点
では効果は限定的である。 0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019 2020 2021 2022

定期外 通勤 通学

■最近の輸送密度の推移

57 58

３．これまでの利用促進と実績

■バスと連携した乗車券類（庄原市）

■予約型乗合タクシー運行（新見市）

（備中神代～備後庄原）

48

【関連資料６～10】



14４．再構築協議会での議論にあたって

・ご利用状況、今後見込まれている人口減少などの環境変化、地域の移動ニーズ・特性、
皆様とこれまで積み重ねてきた利用促進の取り組みとその結果、これらを踏まえ、
地域のまちづくりに合わせた、今よりも便利で、持続可能性の高い交通体系の実現に
向けた議論をお願いいたします。

・再構築協議会の議論にあたっては、地域交通法およびその基本方針に則って、
廃止ありき、存続ありきという前提を置かず、具体的なファクトとデータに基づく
議論をお願いいたします。

・基本方針にある通り、再構築協議会は特定区間の再構築方針策定に向け「①地域の
まちづくりや観光振興等の取組に不可欠なものとしての鉄道輸送を維持したうえで、
利用者利便を確保する措置」「②輸送需要の実態に合わせて、鉄道の全部又は一部を
他の交通モードに最適化し、利用者利便を確保する措置」のいずれかによって交通手
段再構築を行うのかを議論検討する場と認識していますが、いずれの場合も「ご利用
者の利便」を如何に確保するかの議論が必要と認識しています。

・当社はいずれの場合においてもこの地域で公共交通を担ってきた事業者として、
費用負担の問題も含めて、一定の役割を果たしていく事は大切な事と認識しています。
また、地域交通の分野に留まらず、引き続き持続可能な地域社会の実現に向けて、
地域の活性化に貢献してまいりたいと考えています。

・この議論は地域の関係者相互間の連携と協働が不可欠であり、ご利用者の視点に立ち、
共に交通手段を創っていくという「共創」の観点で議論をお願いいたします。
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１．今よりもご利用しやすい、持続可能な地域旅客運送サービスの実現に貢献
・鉄道の上下分離等を含めた地域旅客運送サービスの確保
に向けて対話を進めていきます。

・自動運転隊列走行BRT、デマンド交通予約配車
システムや簡易車載ICOCAなど、ソリューションの
開発に取り組んでいます。

２．地域内の豊かな暮らしをサポートする、生活サービスの実現
・ICOCAと連携した地域ポイントの展開など、地域内消費活性化に取り組んでいます。

３．関係･交流人口が拡大する、
地域間のつながりづくり
・MaaS連携によるシームレス
な拠点間輸送、各種観光振興、
Ｅコマース等による地域商品
の発信、多拠点居住サービス
など、リアル・デジタル両面
から関係・交流人口の拡大に
取り組んでいます。

地域課題の解決に地域の皆様と取り組み、地域共生企業を目指すＪＲ西日本グループ
として、持続可能な地域社会の実現や地域の活性化に引き続き貢献していきます。

2022/4/11プレス発表資料４．再構築協議会での議論にあたって
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17関連資料１．芸備線位置図
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18関連資料２．区間別の平均通過人員と輸送力の推移

○平均通過人員（備中神代～東城）と輸送力の推移

※列車キロは各年のダイヤ改正時点の平日ダイヤ基準で算出。急行列車含む。臨時列車は除く。

（人/日） （キロ）

（100%)

371
（100%）

（74%)

（63%)

231
（62%）

147
（40%）



19関連資料２．区間別の平均通過人員と輸送力の推移

○平均通過人員（東城～備後落合）と輸送力の推移

※列車キロは各年のダイヤ改正時点の平日ダイヤ基準で算出。急行列車含む。臨時列車は除く。
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20関連資料２．区間別の平均通過人員と輸送力の推移

○平均通過人員（備後落合～備後庄原）と輸送力の推移

※列車キロは各年のダイヤ改正時点の平日ダイヤ基準で算出。急行列車含む。臨時列車は除く。

（人/日） （キロ）

0

80

160

240

320

400

480

560

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020 21 22

定期外 通勤 通学 列車キロ（100%)

555
（100%）

（66%)

（47%)

238
（43%）

96
（17%）



21

※区間別及び項目別の数値については、一定の前提を置いて按分し算出しています。
※間接経費（保守管理費・輸送管理費）には、本社に関する費用は含んでいません。
※四捨五入の関係で、表上の個別の数値の計算結果と一致しない場合があります。

（単位：億円）

広島～備中神代 広島～下深川 下深川～三次 三次～備後庄原 備後庄原～備後落合 備後落合～東城 東城～備中神代

159.1 14.2 54.6 21.8 23.9 25.8 18.8

1,323 10,593 888 381 62 11 81

26.2% 80.7% 14.9% 11.5% 2.4% 0.4% 2.4%

営業収益（運輸収入） 8.7 5.9 2.3 0.3 0.1 0.01 0.1

営業費用 33.0 7.3 15.5 2.9 2.7 2.6 2.1

線路保存費 8.8 0.8 3.6 0.9 1.0 1.5 1.1

電路保存費 2.8 0.3 0.9 0.4 0.5 0.4 0.3

車両保存費 4.7 1.6 2.4 0.2 0.1 0.1 0.1

運転費 8.0 2.7 3.8 0.6 0.4 0.2 0.3

運輸費 2.3 0.5 1.4 0.2 0.2 0.01 0.01

固定資産税 0.9 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1

減価償却費 5.5 1.2 2.9 0.4 0.4 0.3 0.3

営業損益（管理費除く） ▲ 24.4 ▲ 1.4 ▲ 13.2 ▲ 2.5 ▲ 2.6 ▲ 2.6 ▲ 2.0

間接経費 7.1 1.5 4.0 0.7 0.5 0.2 0.2

保守管理費 1.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1

輸送管理費 6.2 1.4 3.6 0.6 0.4 0.05 0.1

営業費用（管理費含む） 40.2 8.8 19.6 3.6 3.2 2.8 2.3

営業損益（管理費含む） ▲ 31.5 ▲ 2.9 ▲ 17.2 ▲ 3.3 ▲ 3.1 ▲ 2.8 ▲ 2.2

16.5 4.6 8.8 1.5 1.0 0.3 0.4

23.7 4.2 10.8 2.1 2.2 2.5 1.9

列車運行経費

鉄道施設経費

（施設・電気・車両）

区間

営業キロ

輸送密度（2019年度）

収支率

〇費用構造（2017～2019年度平均）

関連資料３．芸備線の費用構造（2017～2019平均）



22関連資料４．駅2km圏人口

出典：令和2年国勢調査・地理院地図
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出典：令和2年国勢調査・平成2年国勢調査

この30年間で、岡山県全体・広島県全体の鉄道利用率は概ね横ばい（微増）である一方で、
新見市・庄原市の鉄道利用率は大きく低下し、自家用車の比率が大きく上昇している。

※平成2年の各市町村区分は、合併前の関係市町村を合計した値である
【新見市】 旧新見市・旧大佐町・旧神郷町・旧哲多町・旧哲西町の合計値
【庄原市】 旧庄原市・旧西城町・旧東城町・旧口和町・旧高野町・旧比和町・旧総領町の合計値

関連資料５．新見市・庄原市の交通分担率
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「普段の外出と公共交通に関するアンケート調査」（2020年度）

■調査目的
・芸備線、新見市営バス増便効果の把握

芸備線増便 ：2020年4月4日～7月31日実施
新見市営バス増便：2020年4月6日～7月31日実施

・日常の移動実態の把握
・今後の公共交通に対するニーズ把握

■調査地域
・岡山県新見市 ・広島県庄原市

■調査対象
・対象路線沿線居住者
【対象路線】芸備線（布原～備後庄原駅間）

新見市営バス三室線・神郷線、大野部線

■調査方法
・新見市：ポスティング配布 ・庄原市：郵送配布

■調査期間
配布期間：2020年7月14日～19日
・ポスティング：7/14、7/17、7/19配布
・郵送 ：7/13～発送
回収期限：2020年8月7日

■配布部数
・新見市：2,050部（1,025世帯)
・庄原市：3,732部（1,866世帯）
※1世帯に2部配布

■調査票回収結果

24関連資料６．沿線にお住いの方々へのアンケート調査

■調査者
ＪＲ西日本
※新見市・庄原市のご協力の元、実施

○調査概要

配布数 回収数 回収率

新見市
世帯数 1,025 308 30.0%

部数 2,050 469 22.9%

庄原市
世帯数 1,866 638 34.2%

部数 3,732 961 25.8%

総数
世帯数 2,891 946 32.7%

部数 5,782 1,430 24.7%



新見市の芸備線沿線エリアから各市町村への移動は、
新見市内が最も多く約5割、次いで庄原市が3割弱、倉敷市が1割未満であった。
庄原市の行先のうち、多くは東城地区のスーパー等商業施設であった。

ほぼ毎日 151 13%

週1~3回 279 25%

月1～3回 405 36%

年数回程度 229 20%

その他 9 1%

不明 58 5%

合計 1131 100%

835
(約74％)

■外出の行先（市町村別） (    )サンプル数

1位 新見市 ５０％ （421s）
2位 庄原市 ２８％ （232s）
3位 倉敷市 ４％ （35s）

25関連資料６．沿線にお住いの方々へのアンケート調査

「普段の外出と公共交通に関するアンケート調査」（2020年度）

○エリア別の移動特性（新見市）

■外出頻度 ・日常の移動として、月1回以上の移動を対象に分析
・10サンプル以上の移動を下図に表示



■外出の行先（市町村別） (    )サンプル数

1位 庄原市 ５５％ （909s)
2位 三次市 ２０％ （321s)
3位 広島市 １０％ （157s)

・庄原市の芸備線沿線エリアから各市町村への移動は、
庄原市内が最も多く6割弱、次いで三次市が約2割、広島市が約1割であった

・旧町域別に整理すると、旧庄原市、旧西城町は、移動の多い自治体が同様の傾向にあるが、
旧東城町は、広島市より福山市への流動が多かった

ほぼ毎日 269 11%

週1~3回 410 17%

月1～3回 965 40%

年数回程度 630 26%

その他 26 1%

複数回答 6 0.2%

不明 103 4%

合計 2409 100%

1,644
（約68％）

26関連資料６．沿線にお住いの方々へのアンケート調査

「普段の外出と公共交通に関するアンケート調査」（2020年度）

○エリア別の移動特性（庄原市）

■外出頻度 ・日常の移動として、月1回以上の移動を対象に分析
・10サンプル以上の移動を下図に表示
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2020年4～7月、11月（平日・土休日）
・通院や買い物ニーズを捉えた利用促進として設定
【仮説１】東城・哲西エリアから新見への通院
【仮説２】哲西エリアから東城エリアへの通院・買い物
【仮説３】東城・小奴可エリアから庄原への通院

※列車増便に合わせて２次アクセスとなるバスの増便実施

2021年10～12月（土休日）
・地域外からの新たな誘客を狙い設定
【仮説１】広島発庄原滞在可能時間拡大の需要
【仮説２】東城/西城から庄原への買い物等の利用
【仮説３】備北丘陵公園のイルミネーション

※列車増便に合わせて各種イベント等利用促進を実施

関連資料７．列車増便

増便列車 増便列車
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【２次交通充実】

関連資料８．他の交通モードと連携した取り組み

【バス会社との連携】

「バス＆レールどっちも乗り放題パス２デイ」

・鉄道バスどちらも利用可能な乗車券を設定し、
実質的にフリークエンシーを高め、
公共交通全体で利用を促進

「ちょこっとパス＋」「ちょこっとパス」

「予約型乗合タクシー」（哲西地区・神郷地区）

・市営バスの増便や時刻変更、予約型乗合タクシー
の導入により、鉄道の２次アクセスを充実させ、
公共交通全体で利用を促進

デジタルチケット
で利用可能
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○駅間輸送人員（2022年度）

327人/日988人/日8,529人/日

189 
58 

八
次

三
次

西
三
次

544

390

○広島～三次直通列車本数（2023年12月）

【参考】高速バス

夏・秋の行楽期に合わせて臨時列車
「庄原ライナー」運行（約20日/年)(平日)上り17本・下り16本 (休日)上り19本・下り18本

(平日)上り32本・下り32本 (休日)上り25本・下り25本 ※左記の内、上下各15本庄原方面行

三
次
駅

66人/日

324人/日

約37%約55%

約8%

478人/日

※2018年7月豪雨の影響で、2018～19年度は不通区間があったため、22年度データを参照

関連資料９．備後庄原～広島のご利用状況



30関連資料９．備後庄原～広島のご利用状況
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2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

（人）

対2019年度

▲40％

快速「庄原ライナー」運行

年度 期間 日数 広島発 備後庄原着

2019 10/26 ～12/8の土日祝 15日 10:05 11:56

2020 11/7～12/6の土日祝 11日 10:05 11:56

2021 10/23～12/12の土日祝 18日 10:05 11:56

2022 10/22～12/11の土日祝 18日 7:33 9:45

2023
7/22～8/20の土日祝
10/21～12/10の土日祝

11日
18日

9:00 10:56

庄原ライナーのご利用者数の推移(1日平均)

芸備線を活用した観光ツアーの設定

※庄原市・庄原DMO主催のツアー（2019～2023）から算出

9

18

特定区間を利用する観光ツアー数 特定区間を利用しない観光ツアー数

33％

・広域的な利用促進として快速「庄原ライナー」を運転しているが、ご利用者数は減少傾向
・芸備線を活用したツアーの多くは特定区間を利用しない（備後庄原駅でバスに乗換えた）ツアーとなっている

庄原DMOと連携した旅行商品造成



31関連資料10．ＪＲ芸備線の状況等に関するヒアリング

第１回ヒアリング（2023/2/1）

（当社ご説明内容）
・芸備線（備中神代～備後庄原）のご利用状況、沿線地域の移動特性
・当社の鉄道事業の状況

第２回ヒアリング（2023/5/10）

（当社ご説明内容）
・芸備線（備中神代～広島）のご利用状況
・芸備線の区間別経営状況、費用内訳
・当社の経営状況

（国土交通省ご説明内容）
・地域公共交通活性化再生法の一部改正について
・国鉄の分割民営化について
・鉄道ネットワークの維持について

第３回ヒアリング（2023/8/2）

（当社ご説明内容）
・芸備線の区間別経営状況、費用内訳
・芸備線の災害発生状況

○ＪＲ芸備線の状況等に関するヒアリング

主催者：岡山県・広島県
出席者：岡山県、広島県、ＪＲ西日本、国土交通省鉄道局・中国運輸局、芸備線沿線市
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芸備線再構築協議会 当面のスケジュール 

（イメージ） 

 

 

  令和５年度 

   ３月２６日（火）  第１回芸備線再構築協議会 

 

 

  令和６年度 

   ５月上中旬     第１回幹事会 

   夏 頃       第２回幹事会 

   秋 頃       第３回幹事会 

             第２回芸備線再構築協議会 

   年明け       第４回幹事会 

   年度末       第３回芸備線再構築協議会 

 

（以降順次開催） 

 

 

 
※本スケジュールは、あくまでイメージであり、実際には協議会等

での協議内容を踏まえて柔軟に対応 



 



 

第１回芸備線再構築協議会 議事概要 

 

日時：令和６年３月２６日（木） １０：００～１１：３０ 

場所：ホテルメルパルク広島（広島市中区） 

 

出席者：益田中国運輸局長、岡山県上坊副知事、広島県玉井副知事、新見市野間副市長、 

    大原庄原市副市長、ＪＲ西日本 広岡広島支社長、藤原岡山支社長、 

    広島県バス協会赤木専務理事、岡山県バス協会岡田専務理事、 

    岡山県西澤土木部都市局長（代理）、広島県上田土木建築局長、 

    新見市石倉建設部長、庄原市石原環境建設部長、 

    岡山県警森本交通規制課長（代理）、広島県警菅野交通規制課長（代理） 

    呉高専神田教授、中国地方整備局中﨑局長、 

    広島市道路交通部山田参与（代理）、三次市細美副市長、 

    国土交通省鉄道事業課山﨑課長 

 

 西日本旅客鉄道株式会社から要請のあった備中神代駅から備後庄原駅までの区間を特定区

間とする「芸備線再構築協議会」について第１回協議会を開催したところ、議事概要は以下

のとおり。 

 

１．開会 

 

２．冒頭あいさつ【中国運輸局長 益田浩】 

 ・再構築協議会の設置は全国初であるが、着実に意味のある議論を重ねていきたい。 

 ・国の予算措置・支援制度について最大限活用してほしい。 

 ・芸備線の利用状況は大変厳しいが、「廃止ありき」「存続ありき」という前提を置くこと

なく、具体的なファクトとデータに基づき議論を進めていきたい。 

 

３．議長承認 

  中国運輸局益田局長を芸備線再構築協議会議長とする旨を説明し、構成員が承認 

 

４．議事（１）芸備線再構築協議会規約等の説明 

  事務局から、資料１～４により、芸備線再構築協議会規約、同幹事会規約、同財務規程

について説明し、構成員が規約等を承認 

 

（議長指示） 

 ・協議会において、基本方針に基づき３年を目安として再構築方針を作成したい。 

 ・協議が早く進めば３年を待たずに再構築方針を作成することとなり、真摯な協議が継続

している限りは、３年を超えても協議を打ち切ることはない。 

 ・調査事業や実証事業などの検討・実施、幹事変更その他の芸備線の再構築に関する実務

的な内容については、機動的に幹事会で取り決めてほしい。 



 

 

４．議事（２）芸備線再構築協議会の設置について 

  事務局から、資料５により、芸備線再構築協議会の設置について説明 

 

４．議事（３）芸備線の現状について 

【ＪＲ西日本広島支社 広岡研二支社長】 

  広岡支社長から、資料６により、芸備線の現状について説明するとともに、以下のとお

り意見を表明 

 ・利用状況、利用促進等の取組とその結果を踏まえた議論をお願いしたい。 

 ・再構築協議会の議論にあたっては、地域交通法や基本方針に則り、廃止ありき存続あり

きという前提を置かず、具体的なファクトとデータに基づく議論をお願いしたい。 

 ・基本方針のとおり、この協議会は、再構築方針作成に向け、鉄道輸送を維持した上で利

用者利便を確保する措置、他の交通モードに最適化し利用者利便を確保する措置のいず

れかによって交通手段再構築を議論する場と認識。いずれの場合も、利用者の利便をい

かに確保するかの議論が必要と認識。 

 ・いずれの場合にも、ＪＲは、費用負担の問題も含めて、一定の役割を果たしていく事は

大切なことと認識。地域交通の分野にとどまらず、持続可能な地域社会の実現に向けて、

地域の活性化に貢献したい。 

 ・この議論は地域の関係者相互間の連携と協働が不可欠。共に交通手段を創っていく、と

いう共創の観点で議論をお願いしたい。 

 

４．議事（４）構成員からの意見について 

【岡山県 上坊勝則副知事】 

 ・鉄道は地域住民にとってかけがえのない移動手段であり、地域の経済活動などを支える

インフラとしても大きな役割を担っている。芸備線は、本県の鉄道ネットワークを構成

する重要な路線であるとともに、新見市においては基幹交通としての役割を担っており、

特に、通学で利用する高校生にとっては、なくてはならない重要な交通手段である。Ｊ

Ｒ西日本には地域のために引き続き、当該区間の運行を担っていただきたい。 

 ・これまで、沿線自治体、ＪＲ西日本とともに、利用促進等に関する検討会議を設置し、利

用促進に取り組んできた。着実に取組の成果が上がっているところであるので、引き続

き取組を進めたい。 

 ・これまで実施した利用促進の結果は、協議会で議論するための有益なデータとなる。協

議会での取組にも活用できるため、説明する機会をいただきたい。 

 ・本県は、大量輸送機関としての鉄道特性が発揮されていないことを前提に、協議会の議

論が始まることに疑義を持っている。 

 ・国土交通大臣の先日の会見においても、廃止や存続ありきでなく、中立的な立場で議論

を進めると表明があり、議長からも、前提を置かずに議論すると発言があった。本県と

しては、鉄道特性も含め前提を置かず、一つ一つ議論を積み重ねながら進めていきたい。 

 ・ＪＲ西日本から詳細な芸備線のデータ等を示していただき、協議会で分析や議論をして

いく必要がある。 



 

 ・透明性のある議論のためにも、これまで非公開とされたデータや、コロナ禍以降の経営

状況、芸備線の安全対策に係る将来負担も説明をお願いする。 

 ・芸備線はＪＲ西日本が現行どおり運行してもらえるのであれば、それがベストだと考え

ているが、一方で、持続可能な地域の交通体系を検討していくことは重要だと認識して

いるので、本県としては新見市とともに、地域住民の生活を守ることを第一に考えなが

ら、持続可能な交通体系の実現に向けた具体的な方策について、議論してまいりたい。 

 

【広島県 玉井優子副知事】 

 ・本県としては、協議会を通じて、最適な交通手段のあり方について議論したい。 

・その議論にあたっては、公共交通だけでなく地域の持続可能性が大きな観点となる。特

に中山間地域においては、人材確保が困難なことや、地元交通事業者や自治体にとって、

運行経費、補助金が将来に渡って増加することが非常に重い負担となっている。 

 ・ＪＲ西日本は、内部補助によるローカル線の維持が難しくなったとのことだが、本年度

の業績予想は連結経常利益が1460億円で、民営化当初と比較して大きく伸びており、こ

うした経営状況を踏まえ、なぜ維持できないのかを説明いただきたい。また、協議会の

結論に対するＪＲ西日本の具体的な役割について、説明のあった「持続可能な地域社会

の実現に向けて」という観点を踏まえ、今後議論させていただきたい。 

 ・国土交通省は、ローカル線の利用が少なくなっていることと同時に、ＪＲ西日本が新幹

線や不動産事業等で収益を伸ばしていることも踏まえ、内部補助の枠組整理を踏まえた

全国ネットワークの方向性を示していただきたい。 

 ・協議会の進め方について、地域交通法や基本方針の考え方に沿って、まずは移動実態に

ついてデータなどを活用してしっかりと把握・調査すべき。 

・調査結果を踏まえ、芸備線のあるべき日常利用としては、通勤通学通院など芸備線が地

域に必要不可欠なものと共有されており、観光利用として芸備線を利用した観光客が増

加して広域ネットワークとして共有されていることの実現に向けた実証事業を展開する

べき。 

 ・実証事業においては、移動需要と供給のマッチング、交通軸に沿った利便性の向上、潜

在需要掘り起こしとしての駅周辺拠点化・目的地化などあらゆる取組を展開し、芸備線

の可能性を最大限追求することが必要。 

 ・こうした取組を通じ、芸備線全体での利用者がどれだけ増加したか、芸備線のネットワ

ークの価値がどれだけ向上したかを論点として、丁寧な合意形成を行いたい。 

 ・取組の過程では、自治体主体で鉄道の利用増に取り組むが、ＪＲ西日本においても、利

用者の利便性向上のため、最大限取り組んでほしい。 

 

【新見市 野間哲人副市長】 

 ・新見市は、鉄道交通の要衝であり、鉄道とともに発展してきた歴史がある。芸備線は、現

在でも新見市の基幹交通として、なくてはならない移動手段であり、芸備線の線区は山

陽と山陰を結ぶ路線のフィーダーとしての役割も担っている。 

 ・引き続き、ＪＲ西日本において輸送を担っていただきたい。 

 ・芸備線については、沿線自治体とＪＲ西日本で構成する「利用促進に関する検討会議」



 

により二次交通改善などの利用促進に取り組んでおり、利用者は増加傾向にある。 

 ・鉄道の利用促進を図るため、官民連携で組織する「新見市鉄道利用促進協議会」を設立

し、地域ポイントで還元する取組など、様々な利用促進策を実施している。 

 ・芸備線再構築協議会は、全国的に注目度が高く、多くの傍聴希望者も予測されるため、

公開で行われる会議にあっては、その公開方法についても検討いただきたい。 

 ・本市に対して協議会の構成員として参画したい旨の要請もあるので検討いただきたい。 

 ・協議において地域間での偏りが出ないように配慮いただきたい。 

 ・国においては、今後の全国的な鉄道ネットワークのあり方についての考え方を示してい

ただきたい。 

 ・新見市としても、これまでの御意見と同様に、前提を置かない議論を行っていただき、

必要なデータについては開示し、透明性のある議論を進めていただきたい。 

 

【庄原市 大原直樹副市長】 

 ・芸備線は、昨年、広島～備後庄原間の開業100周年という大きな節目を迎えた。中山間地

域は、人口減少やマイカーの進展等に伴う鉄道利用者の減少により、ダイヤの減便など

鉄道を利用しづらい状況。 

 ・地域公共交通が直面する課題を克服し、持続可能性の高い交通基盤とするためには、今

ある地域の輸送資源を総動員し、交通体系を維持していかなければならない。 

 ・芸備線は、高校生や高齢者等、交通手段を持たない市民の移動を支える上で、欠くこと

のできない輸送資源。 

 ・全国につながる鉄道ネットワークは、本市が長期的な視点でまちづくりや観光などによ

る地域活性化を進めるうえで、重要な役割を担うもの。 

 ・協議会での議論は、芸備線の一部区間の将来に関わるだけではなく、沿線自治体の地域

振興にも影響を及ぼすものと認識。 

 ・全国初で設置された協議会であることを踏まえ、本来は、国土交通省において、鉄道ネ

ットワークの方向性をはじめ、内部補助や鉄道の果たす役割など、議論の基盤となる考

え方を共有した上で、個別の区間の議論がなされるべき。 

 ・ＪＲ西日本には、コロナ禍における赤字から経営努力により黒字へと転換する中で、引

き続き内部補助により路線を維持していくことが難しいとされる理由を示していただき

たい。 

 ・ローカル鉄道の再構築に向けては、持続可能性が確保されるよう、自治体の財政状況や

ＪＲ西日本の経営状況など、様々な観点から議論が深まることを期待している。 

 ・人口減少が続くと予想される過疎地域において、鉄道の大量輸送性のみに着目するので

はなく、新たな価値や役割を見出し、評価するための取組が重要。 

 ・本市は、基本方針の「旅客数や収支だけで判断するのではなく、利用者や地域に与える

影響などを十分に考慮して総合的に判断すべき」という考え方を踏まえ、交流人口の増

加や地域産業の活性化に資する実証事業に取り組んでいく。 

 ・国土交通省には、持続可能な地域公共交通の再構築に向けた財政支援や中立的な立場で

関係者の議論を促す役割にとどまらず、わが国の交通政策をはじめ、観光やまちづくり

の中枢を担う機関として、地方の活力を維持するとともに、個性あふれる地方創生を図



 

る沿線自治体の取組に対して積極的な関与をお願いしたい。 

 ・本市は、特定区間に存する自治体として、日常利用の利便性向上に加え、他の交通モー

ドに代えがたい人口減少対策上の新たな価値や役割を最大限追求してまいりたい。前提

を置かずにしっかりと細かく議論をさせてもらいたい。 

 

【呉工業高等専門学校 神田佑亮教授】 

 ・庄原市出身であり、今回の特定区間について長年どう使われてきたか、需要がどう変化

したかは肌感覚的にわかっているつもり。 

 ・１つ目は、交通の問題は交通だけで考えてはならないということ。地域がいかにあるべ

きか、駅周辺のまちづくりがどうなっているのか、地域交通法改正の検討会・審議会の

場でも意見してきた。その結果、社会資本整備総合交付金の制度拡充につながった。 

 ・なぜ利用者が長年にわたって減り続けたかしっかりと検証しておくべき。人口減少や道

路環境もよくなったが、交通需要予測を行う際に、地域住民がどれだけ居住しているか

という要素と、行き先にどれだけ魅力があるかという要素を考える。目的地に到達でき

る都市構造になっているかも含めて、利用者がなぜ減ったのかという確認は早々に着手

すべき。つまり、必ずしも交通手段の問題だけではないということ。 

 ・それを検証せず協議会で議論を進めた場合に、仮に他の交通手段に転換したとしても、

今度はその交通手段が同じような問題に直面しかねない。 

 ・２つ目は、２０年後３０年後に芸備線沿線地域をどのような地域にしたいのか、沿線市

だけではなく、広域自治体や国も含めて考えていく必要がある。その中で鉄道の位置づ

けを考えていく必要。このまま自然な流れでの人口減少を前提とするか、それとも人口

減少に対して本気で立ち向かう政策を講じるか、前者後者で、地域の中での鉄道のあり

方や位置付けも変わってくる。地域の衰退、人口減少というのは、じっくり時間を悠長

にかけている余裕はあまりない。 

 ・今回の議論は、芸備線のあり方とともに、沿線地域のあり方を論じる中で、２０年３０

年先を見据えてどのような地域を実現しようと考えるか、を考えていくべき。 

 ・特に、高度経済成長期から８０年代までの国土計画では、どのような国土とすべきかは

っきりしていたが、それ以降の計画は、どんな国土を作るのかが明確ではなかったと思

っている。今後の検討の中でも国土・県土も含めて考えていかないと、交通の議論に至

らないと認識をしている。 

 ・協議会の議論は、交通手段の議論にとどまらない、と認識している。 

 

【中国地方整備局 中﨑剛局長】 

 ・地域の生活の足としての地域公共交通の持続的な確保のためには、沿線のまちづくりと

の連携が非常に有効であると認識。中長期的なスパンで、戦略的に持続可能な交通軸の

形成に係る取組を推進することが効果的である。 

 ・中国地方整備局が中心となって「中国圏広域地方計画」の策定を進めている。中国圏で

は、観光・産業面を中心として、周辺の地域拠点、都市拠点とのつながりを形成・強化

し、連携しながらその機能を維持することができるかかが大きな分岐点だ。持続可能な

地域の発展に向けて、自治体が行うまちづくりへの支援や圏域内外の対流の促進を進め



 

ている。 

 ・皆さまとの分野の垣根を超えた連携が必要不可欠であり、協議会での議論も踏まえ、取

組を推進していきたい。 

 

（構成員からの意見に対する益田議長コメント） 

 ・再構築協議会は、廃止ありき、存続ありきという前提を置かず、利便性と持続可能性の

高い地域公共交通サービスの実現を図るための協議を行う場である。 

 ・協議会においては、まずは調査事業により芸備線やその沿線の現況を把握し、具体的な

事業は幹事会において検討・実施を行いながら、ファクトとデータに基づいた協議を行

い、再構築方針作成に向けて取り組んでいく。 

 ・恒常的に地域住民の利用が回復するための取組の実施について、費用負担のあり方も含

め、検討していきたい。 

 ・地域のまちづくりの将来展望、広域的な観光連携の取組などについても、協議会の議論

に必要ではないかと考えている。 

 ・鉄道ネットワークの維持に関する論点については、一定の整理はされているが、鉄道ネ

ットワーク全体の諸問題の取扱いについては、この協議会の場ではなく、全国レベルで

検討していただくべき課題と考えている。 

 

４．議事（５）その他 

  事務局から、資料７により、今後のスケジュールについて説明 

 

【上坊岡山県副知事】 

 ・スケジュールについては、これを前提で進めるのではなく、構成員の意見を聴きながら、

協議の上で進めていくとの考えと理解しているが、いかがか。 

【益田議長】 

 ・御認識のとおり、構成員と議論しながら検討していくものと考えている。 


